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○ 久喜都市計画地区計画の変更に係る図書の写しの縦覧（都市計画課） 



 

平成 29年(2017年)4月 14日 

 

○ 和光都市計画事業白子三丁目中央土地区画整理事業の事業計画の変更（第４回）（市街

地整備課） 

○ 朝霞都市計画土地区画整理事業の都市計画の変更に係る図書の写しの縦覧（市街地整備
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○ 開発行為に関する工事の完了公告（川越建築安全センター） 

○ 開発行為に関する工事の完了公告（川越建築安全センター） 
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正誤 
○ 埼玉県公営企業管理規程第１号中訂正（公営企業・財務課） 

 

 



規

則 

埼
玉
県
立
高
等
技
術
専
門
校
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

平
成
二
十
九
年
四
月
十
四
日 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 

埼
玉
県
規
則
第
三
十
七
号 

 
 

 

埼
玉
県
立
高
等
技
術
専
門
校
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

 

埼
玉
県
立
高
等
技
術
専
門
校
規
則
（
昭
和
六
十
一
年
埼
玉
県
規
則
第
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。 

   

別
表
第
二
第
二
号
の
表
ビ
ル
管
理
科
の
項
中 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

を 

   
 

       
 

 

附 

則 

１ 

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
後
の
埼
玉
県
立
高
等
技
術 

 

専
門
校
規
則
の
規
定
は
、
平
成
二
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。 

２ 

こ
の
規
則
の
施
行
の
際
現
に
ビ
ル
管
理
科
に
係
る
普
通
職
業
訓
練
を
受
け
て
い
る
者
（
平
成 

 

二
十
九
年
三
月
三
十
一
日
に
お
い
て
埼
玉
県
立
高
等
技
術
専
門
校
に
在
校
す
る
者
に
限
る
。
） 

 

に
対
す
る
当
該
普
通
職
業
訓
練
に
係
る
基
準
に
つ
い
て
は
、
改
正
後
の
別
表
第
二
第
二
号
の
表 

 

ビ
ル
管
理
科
の
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。 

二 

専
攻 

 

イ 

学
科 

 
 

⑴ 

ビ
ル
管
理
概
論 

 
 

⑵ 

給
排
水
衛
生
設
備 

 
 

⑶ 

空
気
調
和
設
備 

 
 

⑷ 

電
気
設
備 

 
 

⑸ 

設
備
図
面 

 
 

⑹ 

関
係
法
規 

 

一
八
〇
時

間 

 

「 

」 

二 

専
攻 

 

イ 

学
科 

 
 

⑴ 

ビ
ル
管
理
概
論 

 
 

⑵ 

給
排
水
衛
生
設
備 

 
 

⑶ 

空
気
調
和
設
備 

 
 

⑷ 

電
気
設
備 

 
 

⑸ 

消
防
設
備 

 
 

⑹ 

設
備
図
面 

 
 

⑺ 

関
係
法
規 

 

一
八
〇
時

間 

 

「 

」 

に
改
め
る
。 



管

理

規

程 

埼
玉
県
病
院
事
業
管
理
規
程
第
九
号 

 
埼
玉
県
病
院
局
人
事
事
務
取
扱
規
程
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。 

平
成
二
十
九
年
四
月
十
四
日 

埼
玉
県
病
院
事
業
管
理
者 

岩 

中 
 

 

督 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
病
院
局
人
事
事
務
取
扱
規
程 

 

埼
玉
県
病
院
局
人
事
事
務
取
扱
規
程
（
平
成
十
四
年
埼
玉
県
病
院
事
業
管
理
規
程
第
十
一
号
）

の
全
部
を
改
正
す
る
。 

 

病
院
局
の
人
事
に
関
す
る
事
務
の
取
扱
に
つ
い
て
は
、
埼
玉
県
人
事
事
務
取
扱
規
程
（
昭
和
四

十
二
年
埼
玉
県
訓
令
第
八
号
）
に
定
め
る
例
に
よ
る
。 

 
 

 

附 

則 

 

こ
の
規
程
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
平
成
二
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
四
百
六
十
四
号 

 
次
の
軽
油
引
取
税
免
税
証
は
、
亡
失
し
た
の
で
、
亡
失
の
日
か
ら
無
効
と
す
る
。 

平
成
二
十
九
年
四
月
十
四
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 

    

熊
谷
県
税
事
務
所 

免
税
証
を
交
付
し
た
事
務
所 

 

埼
玉
県
児
玉
郡
美
里
町
大
字
甘
粕
十
―
五 

 
 

 

埼
玉
ひ
び
き
の
農
業
協
同
組
合 

美
里
ス
タ
ン
ド 

 

免
税
証
に
記
載
さ
れ
た
販
売
業
者
の
所
在
地
及
び
氏
名
又
は
名
称 

 

一
八
㍑ 

 

免
税
証 

の
種
類 

０
９
Ｄ
０
０
３
６
８
６ 

～ 

０
９
Ｄ
０
０
３
６
８
８ 

 

平
成
二
十
九
年
三
月
二
十
二
日 

亡
失
年
月
日 

 

三 

  

 

 農
業 

 

平
成
二
十
七
年
十
月
二
十
二
日 

～ 

平
成
二
十
八
年
九
月
三
十
日 

  

免
税
証
の
記
号
及
び
番
号 

 

枚
数 

用
途 

有 

効 

期 

間 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
四
百
六
十
五
号 

平
成
二
十
九
年
一
月
か
ら
三
月
ま
で
に
お
け
る
政
府
調
達
に
係
る
苦
情
の
受
付
及
び
処
理
の
状

況
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り
公
表
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
九
年
四
月
十
四
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 

 

政
府
調
達
に
係
る
苦
情
の
受
付
件
数 

な
し 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
四
百
六
十
六
号 

 
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届

出
の
概
要
等
に
つ
い
て
、
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り

公
告
し
、
及
び
当
該
届
出
等
を
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
九
年
四
月
十
四
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

一 

届
出
の
概
要
等 

 

イ 

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地 

 
 

 

ベ
ル
ク
す
ね
お
り
店 

 
 

 

埼
玉
県
鶴
ヶ
島
市
大
字
脚
折
字
前
原
千
五
百
十
三
―
一 

 

ロ 

変
更
の
概
要 

 

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人

に
あ
っ
て
は
代
表
者
の
氏
名 

（
変
更
前
）
株
式
会
社
ベ
ル
ク 

代
表
取
締
役 

原
島
功 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
大
里
郡
寄
居
町
大
字
用
土
五
千
四
百
五
十
六
番
地 

 
 

 
 

 

フ
ジ
パ
ン
ス
ト
ア
ー
株
式
会
社 

代
表
取
締
役 
高
木
和
巳 

 
 

 
 

 

愛
知
県
名
古
屋
市
瑞
穂
区
松
園
町
一
丁
目
五
十
番
地 

 
 

 
 

 

株
式
会
社
プ
ラ
ザ
ク
リ
エ
イ
ト 

代
表
取
締
役 

大
島
康
弘 

 
 

 
 

 

東
京
都
千
代
田
区
五
番
町
一
番
地 

（
変
更
後
）
株
式
会
社
ベ
ル
ク 

代
表
取
締
役 

大
島
孝
之 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
鶴
ヶ
島
市
脚
折
千
六
百
四
十
六
番 

 
 

 
 

 

フ
ジ
パ
ン
ス
ト
ア
ー
株
式
会
社 

代
表
取
締
役 

廣
村
昌
弘 

 
 

 
 

 

愛
知
県
名
古
屋
市
瑞
穂
区
松
園
町
一
丁
目
五
十
番
地 

 

ハ 

変
更
年
月
日 

平
成
二
十
七
年
三
月
二
十
一
日
外 

 

ニ 

届
出
年
月
日 

 
 

 

平
成
二
十
九
年
三
月
二
十
九
日 

二 

縦
覧
期
間 

 
 

平
成
二
十
九
年
四
月
十
四
日
か
ら
平
成
二
十
九
年
八
月
十
四
日
ま
で 

三 

縦
覧
場
所 

 
 

埼
玉
県
産
業
労
働
部
商
業
・
サ
ー
ビ
ス
産
業
支
援
課 

 
 

埼
玉
県
川
越
比
企
地
域
振
興
セ
ン
タ
ー 

四 

意
見
書
の
提
出 



 
 

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
当
該
大
規
模
小
売
店
舗
の
周
辺 

の
地
域
の
生
活
環
境
の
保
持
の
た
め
配
慮
す
べ
き
事
項
に
つ
い
て
意
見
を
有
す
る
者
は
、
県
に 

対
し
、
意
見
書
の
提
出
に
よ
り
、
こ
れ
を
述
べ
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

イ 
意
見
書
提
出
期
間 

 
 

 

平
成
二
十
九
年
四
月
十
四
日
か
ら
平
成
二
十
九
年
八
月
十
四
日
ま
で 

 

ロ 

意
見
書
提
出
先 

 
 

 

埼
玉
県
産
業
労
働
部
商
業
・
サ
ー
ビ
ス
産
業
支
援
課 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
四
百
六
十
七
号 

 
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届

出
の
概
要
等
に
つ
い
て
、
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り

公
告
し
、
及
び
当
該
届
出
等
を
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
九
年
四
月
十
四
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

一 

届
出
の
概
要
等 

 

イ 

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地 

 
 

 

ベ
ル
ク
的
場
店 

 
 

 

埼
玉
県
川
越
市
大
字
的
場
字
五
畑
八
百
十
一
―
二 

 

ロ 

変
更
の
概
要 

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地 

 
 

 

（
変
更
前
）
川
越
的
場
シ
ョ
ッ
ピ
ン
グ
セ
ン
タ
ー 

埼
玉
県
川
越
市
大
字
的
場
字
五
畑
八
百
十
一
―
二 

 
 

 

（
変
更
後
）
ベ
ル
ク
的
場
店 

埼
玉
県
川
越
市
大
字
的
場
字
五
畑
八
百
十
一
―
二 

 

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人

に
あ
っ
て
は
代
表
者
の
氏
名 

（
変
更
前
）
株
式
会
社
ベ
ル
ク 

代
表
取
締
役 

原
島
功 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
大
里
郡
寄
居
町
大
字
用
土
五
千
四
百
五
十
六
番
地 

 
 

 
 

 

株
式
会
社
プ
ラ
ザ
ク
リ
エ
イ
ト 

代
表
取
締
役 

大
島
康
弘 

 
 

 
 

 

東
京
都
千
代
田
区
五
番
町
一
番
地 

（
変
更
後
）
株
式
会
社
ベ
ル
ク 

代
表
取
締
役 

大
島
孝
之 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
鶴
ヶ
島
市
脚
折
千
六
百
四
十
六
番 

 

ハ 

変
更
年
月
日 

平
成
二
十
九
年
一
月
一
日
外 

 

ニ 

届
出
年
月
日 

 
 

 

平
成
二
十
九
年
三
月
二
十
九
日 

二 

縦
覧
期
間 

 
 

平
成
二
十
九
年
四
月
十
四
日
か
ら
平
成
二
十
九
年
八
月
十
四
日
ま
で 

三 

縦
覧
場
所 

 
 

埼
玉
県
産
業
労
働
部
商
業
・
サ
ー
ビ
ス
産
業
支
援
課 

 
 

埼
玉
県
川
越
比
企
地
域
振
興
セ
ン
タ
ー 



四 

意
見
書
の
提
出 

 
 

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
当
該
大
規
模
小
売
店
舗
の
周
辺 

の
地
域
の
生
活
環
境
の
保
持
の
た
め
配
慮
す
べ
き
事
項
に
つ
い
て
意
見
を
有
す
る
者
は
、
県
に 

対
し
、
意
見
書
の
提
出
に
よ
り
、
こ
れ
を
述
べ
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

イ 

意
見
書
提
出
期
間 

 
 

 

平
成
二
十
九
年
四
月
十
四
日
か
ら
平
成
二
十
九
年
八
月
十
四
日
ま
で 

 

ロ 

意
見
書
提
出
先 

 
 

 

埼
玉
県
産
業
労
働
部
商
業
・
サ
ー
ビ
ス
産
業
支
援
課 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
四
百
六
十
八
号 

 
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届

出
の
概
要
等
に
つ
い
て
、
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り

公
告
し
、
及
び
当
該
届
出
等
を
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
九
年
四
月
十
四
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

一 

届
出
の
概
要
等 

 

イ 

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地 

 
 

 

ベ
ル
ク
藤
久
保
店 

 
 

 

埼
玉
県
入
間
郡
三
芳
町
大
字
藤
久
保
三
百
三
十
六
―
六
外 

 

ロ 

変
更
の
概
要 

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地 

 
 

 

（
変
更
前
）
ベ
ル
ク
三
芳
店 

埼
玉
県
入
間
郡
三
芳
町
大
字
藤
久
保
三
百
三
十
六
―
六
外 

 
 

 

（
変
更
後
）
ベ
ル
ク
藤
久
保
店 

埼
玉
県
入
間
郡
三
芳
町
大
字
藤
久
保
三
百
三
十
六
―
六
外 

 

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人

に
あ
っ
て
は
代
表
者
の
氏
名 

（
変
更
前
）
株
式
会
社
ベ
ル
ク 

代
表
取
締
役 

原
島
功 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
大
里
郡
寄
居
町
大
字
用
土
五
千
四
百
五
十
六
番
地 

 
 

 
 

 

フ
ジ
パ
ン
ス
ト
ア
ー
株
式
会
社 

代
表
取
締
役 

高
木
和
巳 

 
 

 
 

 

愛
知
県
名
古
屋
市
瑞
穂
区
松
園
町
一
丁
目
五
十
番
地 

 
 

 
 

 

株
式
会
社
プ
ラ
ザ
ク
リ
エ
イ
ト 

代
表
取
締
役 

大
島
康
弘 

 
 

 
 

 

東
京
都
千
代
田
区
五
番
町
一
番
地 

（
変
更
後
）
株
式
会
社
ベ
ル
ク 

代
表
取
締
役 

大
島
孝
之 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
鶴
ヶ
島
市
脚
折
千
六
百
四
十
六
番 

 
 

 
 

 

フ
ジ
パ
ン
ス
ト
ア
ー
株
式
会
社 

代
表
取
締
役 

廣
村
昌
弘 

 
 

 
 

 

愛
知
県
名
古
屋
市
瑞
穂
区
松
園
町
一
丁
目
五
十
番
地 

 

ハ 

変
更
年
月
日 

平
成
二
十
九
年
一
月
一
日
外 

 

ニ 

届
出
年
月
日 

 
 

 

平
成
二
十
九
年
三
月
二
十
九
日 

二 

縦
覧
期
間 



 
 

平
成
二
十
九
年
四
月
十
四
日
か
ら
平
成
二
十
九
年
八
月
十
四
日
ま
で 

三 

縦
覧
場
所 

 
 

埼
玉
県
産
業
労
働
部
商
業
・
サ
ー
ビ
ス
産
業
支
援
課 

 
 

埼
玉
県
南
西
部
地
域
振
興
セ
ン
タ
ー 

四 

意
見
書
の
提
出 

 
 

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
当
該
大
規
模
小
売
店
舗
の
周
辺 

の
地
域
の
生
活
環
境
の
保
持
の
た
め
配
慮
す
べ
き
事
項
に
つ
い
て
意
見
を
有
す
る
者
は
、
県
に 

対
し
、
意
見
書
の
提
出
に
よ
り
、
こ
れ
を
述
べ
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

イ 

意
見
書
提
出
期
間 

 
 

 

平
成
二
十
九
年
四
月
十
四
日
か
ら
平
成
二
十
九
年
八
月
十
四
日
ま
で 

 

ロ 

意
見
書
提
出
先 

 
 

 

埼
玉
県
産
業
労
働
部
商
業
・
サ
ー
ビ
ス
産
業
支
援
課 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
四
百
六
十
九
号 

 
土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
十
八
条
第
十
六
項
の
規
定
に
よ
り
、

見
沼
代
用
水
土
地
改
良
区
か
ら
当
該
役
員
に
就
任
し
た
者
及
び
当
該
役
員
を
退
任
し
た
者
の
氏
名

及
び
住
所
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り
届
出
が
あ
っ
た
。 

 
 

平
成
二
十
九
年
四
月
十
四
日 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

一 

就
任 

 

職
名 

 

氏 

名 
 

 
 

 
 

住 

所 

 

理
事 

根 

岸 
 

 

凱 

埼
玉
県
羽
生
市
大
字
下
新
郷
千
二
百
九
十
九
番
地 

 

同 
 

平 

社 

輝 

男 

同 
 

行
田
市
同 

下
須
戸
千
四
百
五
十
二
番
地
一 

 

同 
 

羽 

鳥 

富
士
郎 

同 
 

同 
 

同 

須
加
四
千
四
百
九
十
二
番
地 

 

同 
 

関 

和 

俊 

雄 

同 
 

加
須
市
常
泉
三
百
四
十
四
番
地
一 

 

同 
 

川 

島 

達 

男 

同 
 

同 
 

志
多
見
千
五
百
八
十
四
番
地 

 

同 
 

正 

能 

輝 

夫 

同 
 

同 
 

戸
崎
二
百
三
番
地 

 

同 
 

坂 

本 

利 

雄 

同 
 

同 
 

上
崎
四
百
三
十
六
番
地 

 

同 
 

瀬 

田 

正 

夫 

同 
 

久
喜
市
六
万
部
十
四
番
地 

 

同 
 

坪 

井 
 

 

茂 

同 
 

同 
 

菖
蒲
町
三
箇
千
五
百
七
十
五
番
地 

 

同 
 

小 

島 
 

 

卓 

同 
 

白
岡
市
高
岩
千
二
百
九
十
八
番
地 

 

同 
 

冨 

田 

榮 

一 

同 
 

南
埼
玉
郡
宮
代
町
字
中
島
三
百
九
十
四
番
地 

 

同 
 

森 

田 

政 

幸 

同 
 

さ
い
た
ま
市
岩
槻
区
大
字
大
戸
千
五
百
八
十
一
番
地 

 

同 
 

石 

井 

平 

夫 

同 
 

蓮
田
市
大
字
高
虫
三
百
八
十
五
番
地 

 

同 
 

小 

林 

長
一
郎 

同 
 

さ
い
た
ま
市
見
沼
区
大
和
田
町
一
丁
目
三
百
十
九
番
地 

 

同 
 

石 

關 

精 

三 

同 
 

同 
 

 
 

緑
区
大
字
三
室
六
十
一
番
地 

 

同 
 

赤 

沼 

照 

男 

同 
 

川
口
市
大
字
久
左
衛
門
新
田
十
七
番
地 

 

同 
 

工 

藤 

正 

司 

同 
 

行
田
市
谷
郷
三
丁
目
七
番
十
七
号 

 

同 
 

田 

中 

暄 

二 

同 
 

久
喜
市
久
喜
東
一
丁
目
十
三
番
十
七
号 

 

同 
 

清 

水 

勇 

人 

同 
 

さ
い
た
ま
市
見
沼
区
堀
崎
町
九
百
七
十
五
番
地
十
一 

 

同 
 

奥
ノ
木 

信 

夫 

同 
 

川
口
市
西
川
口
二
丁
目
六
番
十
三
号 

 

監
事 

北 

岡 
 

 

一 

同 
 

行
田
市
大
字
荒
木
三
千
五
百
七
十
番
地 

 

同 
 

関 

口 

恒 

夫 

同 
 

加
須
市
日
出
安
五
百
八
十
四
番
地
一 

 

同 
 

齋 

藤 

大

夫 

同 
 

久
喜
市
江
面
七
百
四
十
二
番
地 

 

同 
 

鈴 

木 

曻 

一 

同 
 

さ
い
た
ま
市
緑
区
大
字
寺
山
八
百
二
十
三
番
地 

二 

退
任 



 

職
名 

 

氏 

名 
 

 
 

 
 

住 

所 

 

理
事 

根 

岸 
 

 

凱 

埼
玉
県
羽
生
市
大
字
下
新
郷
千
二
百
九
十
九
番
地 

 
同 

 

平 

社 

輝 

男 

同 
 

行
田
市
同 

下
須
戸
千
四
百
五
十
二
番
地
一 

 

同 
 

長 

島 

勝 

弥 

同 
 

同 
 

同 

須
加
百
十
番
地
三 

 

同 
 

北 
岡 

 
 

一 

同 
 

同 
 

同 

荒
木
三
千
五
百
七
十
番
地 

 

同 
 

川 

島 
倉 

藏 

同 
 

加
須
市
平
永
六
百
二
十
二
番
地
一 

 

同 
 

尾 

島 

孝 
夫 

同 
 

同 
 

水
深
八
百
八
十
七
番
地 

 

同 
 

正 

能 

輝 
夫 
同 

 

同 
 

戸
崎
二
百
三
番
地 

 

同 
 

坂 

本 

光 

義 
同 

 

同 
 

外
田
ヶ
谷
七
百
十
九
番
地
一 

 

同 
 

瀬 

田 

正 

夫 

同 
 

久
喜
市
六
万
部
十
四
番
地 

 

同 
 

坪 

井 
 

 

茂 

同 
 

同 
 

菖
蒲
町
三
箇
千
五
百
七
十
五
番
地 

 

同 
 

小 

島 
 

 

卓 

同 
 

白
岡
市
高
岩
千
二
百
九
十
八
番
地 

 

同 
 

冨 

田 

榮 

一 

同 
 

南
埼
玉
郡
宮
代
町
字
中
島
三
百
九
十
四
番
地 

 

同 
 

野 

口 

久 

作 

同 
 

越
谷
市
七
左
町
七
丁
目
二
百
九
十
七
番
地
一 

 

同 
 

石 

井 

平 

夫 

同 
 

蓮
田
市
大
字
高
虫
三
百
八
十
五
番
地 

 

同 
 

大 

熊 

長
四
郎 

同 
 

さ
い
た
ま
市
見
沼
区
大
字
丸
ヶ
崎
二
千
二
十
四
番
地 

 

同 
 

増 

田 
 

 

豊 

同 
 

同 
 

 
 

緑
区 

同 

間
宮
六
百
七
十
四
番
地 

 

同 
 

赤 

沼 

照 

男 

同 
 

川
口
市
大
字
久
左
衛
門
新
田
十
七
番
地 

 

同 
 

工 

藤 

正 

司 

同 
 

行
田
市
谷
郷
三
丁
目
七
番
十
七
号 

 

同 
 

田 

中 

暄 

二 

同 
 

久
喜
市
久
喜
東
一
丁
目
十
三
番
十
七
号 

 

同 
 

清 

水 

勇 

人 

同 
 

さ
い
た
ま
市
見
沼
区
堀
崎
町
九
百
七
十
五
番
地
十
一 

 

同 
 

奥
ノ
木 

信 

夫 

同 
 

川
口
市
西
川
口
二
丁
目
六
番
十
三
号 

 

監
事 

藤 

井 

久 

清 

同 
 

加
須
市
鴻
茎
二
千
百
四
番
地 

 

同 
 

長
谷
川 

弘 

志 

同 
 

同 
 

平
永
四
百
四
十
七
番
地
一 

 

同 
 

齋 

藤 

大

夫 

同 
 

久
喜
市
江
面
七
百
四
十
二
番
地 

 

同 
 

森 

田 

政 

幸 

同 
 

さ
い
た
ま
市
岩
槻
区
大
字
大
戸
千
五
百
八
十
一
番
地 

 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
四
百
七
十
号 

 
平
成
二
十
八
年
埼
玉
県
告
示
第
千
五
百
七
十
四
号
で
公
示
し
た
公
共
測
量
は
、
平
成
二
十
九
年

三
月
十
七
日
終
了
し
た
旨
測
量
計
画
機
関
で
あ
る
川
口
市
か
ら
通
知
を
受
け
た
の
で
、
測
量
法
（
昭

和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号
）
第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
四
条
第
三
項
の

規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
九
年
四
月
十
四
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
四
百
七
十
一
号 

 
平
成
二
十
八
年
埼
玉
県
告
示
第
八
百
二
十
七
号
で
公
示
し
た
公
共
測
量
は
、
平
成
二
十
九
年
三

月
二
十
八
日
終
了
し
た
旨
測
量
計
画
機
関
で
あ
る
さ
い
た
ま
市
か
ら
通
知
を
受
け
た
の
で
、
測
量

法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号
）
第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
四
条
第

三
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
九
年
四
月
十
四
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
四
百
七
十
二
号 

 
平
成
二
十
八
年
埼
玉
県
告
示
第
千
百
八
十
二
号
で
公
示
し
た
公
共
測
量
は
、
平
成
二
十
九
年
三

月
十
七
日
終
了
し
た
旨
測
量
計
画
機
関
で
あ
る
伊
奈
町
か
ら
通
知
を
受
け
た
の
で
、
測
量
法
（
昭

和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号
）
第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
四
条
第
三
項
の

規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
九
年
四
月
十
四
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
四
百
七
十
三
号 

 
平
成
二
十
八
年
埼
玉
県
告
示
第
八
百
八
十
三
号
で
公
示
し
た
公
共
測
量
は
、
平
成
二
十
九
年
二

月
二
十
八
日
終
了
し
た
旨
測
量
計
画
機
関
で
あ
る
伊
奈
町
か
ら
通
知
を
受
け
た
の
で
、
測
量
法
（
昭

和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号
）
第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
四
条
第
三
項
の

規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
九
年
四
月
十
四
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
四
百
七
十
四
号 

 
平
成
二
十
八
年
埼
玉
県
告
示
第
千
六
百
十
四
号
で
公
示
し
た
公
共
測
量
は
、
平
成
二
十
九
年
三

月
三
十
日
終
了
し
た
旨
測
量
計
画
機
関
で
あ
る
国
土
交
通
省
関
東
地
方
整
備
局
江
戸
川
河
川
事
務

所
か
ら
通
知
を
受
け
た
の
で
、
測
量
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号
）
第
三
十
九
条
に

お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
四
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
九
年
四
月
十
四
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
四
百
七
十
五
号 

 
平
成
二
十
八
年
埼
玉
県
告
示
第
二
百
七
十
一
号
で
公
示
し
た
公
共
測
量
は
、
平
成
二
十
九
年
三

月
二
十
四
日
終
了
し
た
旨
測
量
計
画
機
関
で
あ
る
越
谷
市
か
ら
通
知
を
受
け
た
の
で
、
測
量
法
（
昭

和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号
）
第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
四
条
第
三
項
の

規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
九
年
四
月
十
四
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
四
百
七
十
六
号 

 
平
成
二
十
八
年
埼
玉
県
告
示
第
千
六
百
四
十
五
号
で
公
示
し
た
公
共
測
量
は
、
平
成
二
十
九
年

三
月
二
十
四
日
終
了
し
た
旨
測
量
計
画
機
関
で
あ
る
北
本
市
か
ら
通
知
を
受
け
た
の
で
、
測
量
法

（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号
）
第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
四
条
第
三

項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
九
年
四
月
十
四
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
四
百
七
十
七
号 

 
平
成
二
十
八
年
埼
玉
県
告
示
第
千
四
百
六
十
九
号
で
公
示
し
た
公
共
測
量
は
、
平
成
二
十
九
年

三
月
二
十
一
日
終
了
し
た
旨
測
量
計
画
機
関
で
あ
る
吉
川
市
か
ら
通
知
を
受
け
た
の
で
、
測
量
法

（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号
）
第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
四
条
第
三

項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
九
年
四
月
十
四
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
四
百
七
十
八
号 

 
朝
霞
市
か
ら
朝
霞
都
市
計
画
用
途
地
域
の
変
更
に
係
る
図
書
の
写
し
の
送
付
を
受
け
た
の
で
、

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第

二
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
当
該
図
書
の
写
し
を
埼
玉
県
都
市
整
備
部
都
市
計
画
課
に
お
い

て
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
九
年
四
月
十
四
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

   



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
四
百
七
十
九
号 

 
朝
霞
市
か
ら
朝
霞
都
市
計
画
高
度
地
区
の
変
更
に
係
る
図
書
の
写
し
の
送
付
を
受
け
た
の
で
、

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第

二
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
当
該
図
書
の
写
し
を
埼
玉
県
都
市
整
備
部
都
市
計
画
課
に
お
い

て
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
九
年
四
月
十
四
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

   



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
四
百
八
十
号 

 
朝
霞
市
か
ら
朝
霞
都
市
計
画
防
火
地
域
及
び
準
防
火
地
域
の
変
更
に
係
る
図
書
の
写
し
の
送
付

を
受
け
た
の
で
、
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て

準
用
す
る
同
法
第
二
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
当
該
図
書
の
写
し
を
埼
玉
県
都
市
整
備
部
都

市
計
画
課
に
お
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
九
年
四
月
十
四
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

   



告 
 

示 

埼
玉
県
告
示
第
四
百
八
十
一
号 

 
朝
霞
市
か
ら
朝
霞
都
市
計
画
道
路
の
変
更
に
係
る
図
書
の
写
し
の
送
付
を
受
け
た
の
で
、
都
市

計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
二
十

条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
当
該
図
書
の
写
し
を
埼
玉
県
都
市
整
備
部
都
市
計
画
課
に
お
い
て
縦

覧
に
供
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
九
年
四
月
十
四
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
四
百
八
十
二
号 

 
朝
霞
市
か
ら
朝
霞
都
市
計
画
地
区
計
画
の
変
更
に
係
る
図
書
の
写
し
の
送
付
を
受
け
た
の
で
、

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第

二
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
当
該
図
書
の
写
し
を
埼
玉
県
都
市
整
備
部
都
市
計
画
課
に
お
い

て
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
九
年
四
月
十
四
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

   



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
四
百
八
十
三
号 

 
三
郷
市
か
ら
草
加
都
市
計
画
用
途
地
域
の
変
更
に
係
る
図
書
の
写
し
の
送
付
を
受
け
た
の
で
、

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第

二
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
当
該
図
書
の
写
し
を
埼
玉
県
都
市
整
備
部
都
市
計
画
課
に
お
い

て
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
九
年
四
月
十
四
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

   



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
四
百
八
十
四
号 

 
三
郷
市
か
ら
草
加
都
市
計
画
防
火
地
域
及
び
準
防
火
地
域
の
変
更
に
係
る
図
書
の
写
し
の
送
付

を
受
け
た
の
で
、
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て

準
用
す
る
同
法
第
二
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
当
該
図
書
の
写
し
を
埼
玉
県
都
市
整
備
部
都

市
計
画
課
に
お
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
九
年
四
月
十
四
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

   



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
四
百
八
十
五
号 

 
三
郷
市
か
ら
草
加
都
市
計
画
地
区
計
画
の
変
更
に
係
る
図
書
の
写
し
の
送
付
を
受
け
た
の
で
、

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第

二
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
当
該
図
書
の
写
し
を
埼
玉
県
都
市
整
備
部
都
市
計
画
課
に
お
い

て
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
九
年
四
月
十
四
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

   



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
四
百
八
十
六
号 

 
久
喜
市
か
ら
久
喜
都
市
計
画
地
区
計
画
の
変
更
に
係
る
図
書
の
写
し
の
送
付
を
受
け
た
の
で
、

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第

二
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
当
該
図
書
の
写
し
を
埼
玉
県
都
市
整
備
部
都
市
計
画
課
に
お
い

て
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
九
年
四
月
十
四
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

   



告 
 

示 

埼
玉
県
告
示
第
四
百
八
十
七
号 

 
土
地
区
画
整
理
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
十
九
号
）
第
三
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り

土
地
区
画
整
理
事
業
の
事
業
計
画
の
変
更
を
認
可
し
た
の
で
、
同
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
公
告

す
る
。 

 
 

平
成
二
十
九
年
四
月
十
四
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

一 

組
合
の
名
称 

 
 

和
光
市
白
子
三
丁
目
中
央
土
地
区
画
整
理
組
合 

二 

事
業
施
行
期
間 

 
 

平
成
二
十
一
年
十
一
月
二
十
日
か
ら
平
成
三
十
四
年
三
月
三
十
一
日
ま
で 

三 

施
行
地
区 

 
 

埼
玉
県
和
光
市
白
子
三
丁
目
の
一
部
及
び
大
字
下
新
倉
字
吹
久
原
の
全
部 

四 

事
務
所
の
所
在
地 

 
 

埼
玉
県
和
光
市
白
子
三
丁
目
九
番
九
十
二
号 

五 

設
立
認
可
の
年
月
日 

 
 

平
成
二
十
一
年
十
一
月
二
十
日 

六 

変
更
認
可
の
年
月
日 

 
 

平
成
二
十
九
年
四
月
十
四
日 

 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
四
百
八
十
八
号 

 
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法

第
二
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
朝
霞
市
か
ら
朝
霞
都
市
計
画
土
地
区
画
整
理
事
業
の
変
更
に
係

る
図
書
の
写
し
の
送
付
を
受
け
た
の
で
、
同
法
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第

二
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
図
書
の
写
し
を
埼
玉
県
都
市
整
備
部
市
街
地
整
備
課
に
お
い

て
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
九
年
四
月
十
四
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 



告

示 

埼
玉
県
計
量
検
定
所
長
告
示
第
一
号 

 
計
量
法
（
平
成
四
年
法
律
第
五
十
一
号
）
第
十
九
条
の
規
定
に
よ
る
特
定
計
量
器
の
定
期
検
査

を
次
の
と
お
り
実
施
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
九
年
四
月
十
四
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
計
量
検
定
所
長 

小 

堀 

和 

弘 
 

 
 

一 

検
査
対
象
と
な
る
特
定
計
量
器 

 
 

質
量
計
（
ひ
ょ
う
量
が
二
百
五
十
キ
ロ
グ
ラ
ム
以
下
の
電
気
式
以
外
の
は
か
り
） 

二 

検
査
を
行
う
区
域
、
期
日
、
時
間
及
び
場
所 

                       

  

三

郷

市 

八

潮

市 

吉

川

市 

松

伏

町 

区

域 

平
成
二
十
九
年
六
月
六
日 

平
成
二
十
九
年
六
月
二
日

及
び
同
月
五
日 

平
成
二
十
九
年
六
月
一
日 

平
成
二
十
九
年
五
月
二
十

九
日
及
び
同
月
三
十
日 

平
成
二
十
九
年
五
月
二
十

五
日
及
び
同
月
二
十
六
日 

平
成
二
十
九
年
五
月
二
十

四
日 

期

日 
午
前
十
時
か
ら
正
午

ま
で
及
び
午
後
一
時

か
ら
三
時
ま
で 

午
前
十
時
か
ら
正
午

ま
で
及
び
午
後
一
時

か
ら
三
時
ま
で 

午
前
十
時
か
ら
正
午

ま
で
及
び
午
後
一
時

か
ら
三
時
ま
で 

午
前
十
時
か
ら
正
午

ま
で
及
び
午
後
一
時

か
ら
三
時
ま
で 

午
前
十
時
か
ら
正
午

ま
で
及
び
午
後
一
時

か
ら
三
時
ま
で 

午
前
十
時
か
ら
正
午

ま
で
及
び
午
後
一
時

か
ら
三
時
ま
で 

時

間 

三
郷
市
文
化
会
館 

三
郷
市
役
所
庁
舎
東

側
駐
車
場 

三
郷
市
鷹
野
文
化
セ

ン
タ
ー 

八
潮
市
役
所
前
庭
駐

車
場 

吉
川
市
役
所
来
場
者

駐
車
場 

松
伏
町
役
場 

場

所 



                                  

深

谷

市 

本

庄

市 

美

里

町 

上

里

町 

神

川

町 

寄

居

町 

平
成
二
十
九
年
六
月
二
十

六
日
か
ら
同
月
二
十
九
日

ま
で 

平
成
二
十
九
年
六
月
二
十

三
日 

 

平
成
二
十
九
年
六
月
二
十

二
日 

平
成
二
十
九
年
六
月
二
十

一
日 

平
成
二
十
九
年
六
月
二
十

日 平
成
二
十
九
年
六
月
十
五

日
か
ら
同
月
十
六
日
ま
で

及
び
同
月
十
九
日 

平
成
二
十
九
年
六
月
十
四

日 平
成
二
十
九
年
六
月
十
三

日 平
成
二
十
九
年
六
月
十
二

日 平
成
二
十
九
年
六
月
八
日

及
び
同
月
九
日 

午
前
十
時
か
ら
正
午

ま
で
及
び
午
後
一
時

か
ら
三
時
ま
で 

午
前
十
時
か
ら
正
午

ま
で
及
び
午
後
一
時

か
ら
三
時
ま
で 

午
前
十
時
か
ら
正
午

ま
で
及
び
午
後
一
時

か
ら
三
時
ま
で 

午
前
十
時
か
ら
正
午

ま
で
及
び
午
後
一
時

か
ら
三
時
ま
で 

午
前
十
時
か
ら
正
午

ま
で
及
び
午
後
一
時

か
ら
三
時
ま
で 

午
前
十
時
か
ら
正
午

ま
で
及
び
午
後
一
時

か
ら
三
時
ま
で 

午
前
十
時
か
ら
正
午

ま
で
及
び
午
後
一
時

か
ら
三
時
ま
で 

午
前
十
時
か
ら
正
午

ま
で
及
び
午
後
一
時

か
ら
三
時
ま
で 

午
後
一
時
か
ら
三
時

ま
で 

午
前
十
時
か
ら
正
午

ま
で 

午
前
十
時
か
ら
正
午

ま
で
及
び
午
後
一
時

か
ら
三
時
ま
で 

深
谷
市
役
所 

深
谷
市
役
所
花
園
総

合
支
所 

深
谷
市
役
所
川
本
総

合
支
所 

深
谷
市
役
所
岡
部
総

合
支
所 

本
庄
市
児
玉
文
化
会

館
（
セ
ル
デ
ィ
） 

本
庄
市
役
所 

美
里
町
役
場
東
側
駐

車
場 

上
里
町
コ
ミ
ュ
ニ
テ

ィ
セ
ン
タ
ー
駐
車
場 

神
川
町
役
場 

神
川
町
役
場
神
泉
総

合
支
所 

寄
居
町
役
場 



                           

鴻

巣

市 

上

尾

市 

平
成
二
十
九
年
七
月
二
十

五
日 

平
成
二
十
九
年
七
月
二
十

四
日 

平
成
二
十
九
年
七
月
十
九

日
か
ら
同
月
二
十
一
日
ま

で 平
成
二
十
九
年
七
月
七
日 

平
成
二
十
九
年
七
月
六
日 

 

平
成
二
十
九
年
七
月
五
日 

 

平
成
二
十
九
年
七
月
四
日 

 

平
成
二
十
九
年
七
月
三
日 

 

午
前
十
時
か
ら
正
午

ま
で
及
び
午
後
一
時

か
ら
三
時
ま
で 

午
前
十
時
か
ら
正
午

ま
で
及
び
午
後
一
時

か
ら
三
時
ま
で 

午
前
十
時
か
ら
正
午

ま
で
及
び
午
後
一
時

か
ら
三
時
ま
で 

午
前
十
時
か
ら
正
午

ま
で
及
び
午
後
一
時

か
ら
三
時
ま
で 

午
前
十
時
か
ら
正
午

ま
で
及
び
午
後
一
時

か
ら
三
時
ま
で 

午
前
十
時
か
ら
正
午

ま
で
及
び
午
後
一
時

か
ら
三
時
ま
で 

午
前
十
時
か
ら
正
午

ま
で
及
び
午
後
一
時

か
ら
三
時
ま
で 

午
前
十
時
か
ら
正
午

ま
で
及
び
午
後
一
時

か
ら
三
時
ま
で 

鴻
巣
市
川
里
農
業
研

修
セ
ン
タ
ー 

鴻
巣
市
吹
上
地
域
体

育
施
設
（
コ
ス
モ
ス

ア
リ
ー
ナ
ふ
き
あ
げ
） 

鴻
巣
市
役
所 

上
尾
市
上
平
公
園
南

側
駐
車
場 

上
尾
市
立
原
市
公
民

館
駐
車
場 

上
尾
市
平
方
支
所
駐

車
場 

 

上
尾
市
上
平
公
園
南

側
駐
車
場 

上
尾
市
大
石
支
所
西

側
駐
車
場 



告

示 

埼
玉
県
計
量
検
定
所
長
告
示
第
二
号 

 
計
量
法
（
平
成
四
年
法
律
第
五
十
一
号
）
第
十
九
条
の
規
定
に
よ
る
特
定
計
量
器
の
定
期
検
査

を
、
同
法
第
二
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
指
定
定
期
検
査
機
関
一
般
社
団
法
人
埼
玉
県
計
量

協
会
に
次
の
と
お
り
実
施
さ
せ
る
。 

 
 

平
成
二
十
九
年
四
月
十
四
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
計
量
検
定
所
長 

小 

堀 

和 

弘 
 

 
 

一 

検
査
対
象
と
な
る
特
定
計
量
器 

 
 

質
量
計
（
電
気
式
は
か
り
及
び
ひ
ょ
う
量
が
二
百
五
十
キ
ロ
グ
ラ
ム
を
超
え
る
電
気
式
以
外 

 

の
は
か
り
） 

二 

検
査
を
行
う
区
域
、
期
日
及
び
場
所 

                       

寄

居

町 

三

郷

市 

八

潮

市 

吉

川

市 

松

伏

町 

区

域 

平
成
二
十
九
年
六
月
八
日
か
ら
九
月
七
日

ま
で
（
日
曜
日
、
土
曜
日
及
び
休
日
を
除

く
。
） 

平
成
二
十
九
年
六
月
一
日
か
ら
八
月
三
十

一
日
ま
で
（
日
曜
日
、
土
曜
日
及
び
休
日

を
除
く
。
） 

平
成
二
十
九
年
五
月
二
十
九
日
か
ら
八
月

三
十
一
日
ま
で
（
日
曜
日
、
土
曜
日
及
び

休
日
を
除
く
。
） 

平
成
二
十
九
年
五
月
二
十
五
日
か
ら
八
月

二
十
五
日
ま
で
（
日
曜
日
、
土
曜
日
及
び

休
日
を
除
く
。
） 

平
成
二
十
九
年
五
月
二
十
四
日
か
ら
八
月

二
十
三
日
ま
で
（
日
曜
日
、
土
曜
日
及
び

休
日
（
埼
玉
県
の
休
日
を
定
め
る
条
例
（
平

成
元
年
埼
玉
県
条
例
第
三
号
）
第
一
条
第

一
項
第
二
号
及
び
第
三
号
に
掲
げ
る
日
を

い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
除
く
。
） 

期

日 

同 同 同 同 計
量
器
の
所
在
場
所 

場

所 



                         

 

鴻

巣

市 

上

尾

市 

深

谷

市 

本

庄

市 

美

里

町 

上

里

町 

神

川

町 

平
成
二
十
九
年
七
月
十
九
日
か
ら
十
月
十

八
日
ま
で
（
日
曜
日
、
土
曜
日
及
び
休
日

を
除
く
。
） 

平
成
二
十
九
年
七
月
三
日
か
ら
十
月
二
日

ま
で
（
日
曜
日
、
土
曜
日
及
び
休
日
を
除

く
。
） 

平
成
二
十
九
年
六
月
二
十
一
日
か
ら
九
月

二
十
九
日
ま
で
（
日
曜
日
、
土
曜
日
及
び

休
日
を
除
く
。
） 

平
成
二
十
九
年
六
月
十
五
日
か
ら
九
月
二

十
九
日
ま
で
（
日
曜
日
、
土
曜
日
及
び
休

日
を
除
く
。
） 

平
成
二
十
九
年
六
月
十
四
日
か
ら
九
月
十

三
日
ま
で
（
日
曜
日
、
土
曜
日
及
び
休
日

を
除
く
。
） 

平
成
二
十
九
年
六
月
十
三
日
か
ら
九
月
十

二
日
ま
で
（
日
曜
日
、
土
曜
日
及
び
休
日

を
除
く
。
） 

平
成
二
十
九
年
六
月
十
二
日
か
ら
九
月
十

一
日
ま
で
（
日
曜
日
、
土
曜
日
及
び
休
日

を
除
く
。
） 

同 同 同 同 同 同 同 



告

示 

埼
玉
県
東
松
山
県
土
整
備
事
務
所
長
告
示
第
九
号 

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
道
路
の

区
域
を
次
の
よ
う
に
変
更
す
る
。 

そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
二
十
九
年
四
月
十
四
日
か
ら
三
十
日
間
埼
玉
県
県
土
整
備
部
道
路
環

境
課
及
び
埼
玉
県
東
松
山
県
土
整
備
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。 

 

平
成
二
十
九
年
四
月
十
四
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

埼
玉
県
東
松
山
県
土
整
備
事
務
所
長 

高 

師 
 

 

功 

一 

道
路
の
種
類 

 

県
道 

二 

路 

線 

名 
 

川
越
栗
橋
線 

三 

道
路
の
区
域 

 



 

 

新 

 

旧 

旧
新
別 

比
企
郡
川
島
町
大
字
山
ヶ
谷
戸
字

諏
訪
一
一
一
番
一
地
先
か
ら 

同
郡
同
町
大
字
山
ヶ
谷
戸
字
高
縄

四
二
九
番
三
地
先
ま
で 

区 
 

間 

一
三
・
二
〇
～
三
三
・
〇
〇 

六
・
六
三
～
・
三
三
・
〇
〇 

敷
地
の
幅
員 

（
メ
ー
ト
ル
） 

五
二
〇
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル 

延 
 

長 

（
メ
ー
ト
ル
） 

自
転
車
歩
行
者
道
整
備
工
事 

備 

備 
 

考 

考 



告

示 

埼
玉
県
川
越
建
築
安
全
セ
ン
タ
ー
所
長
告
示
第
二
十
七
号 

 
都
市
計
画
法(

昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
三
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
開
発

行
為
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
の
で
、
公
告
す
る
。 

平
成
二
十
九
年
四
月
十
四
日 

埼
玉
県
川
越
建
築
安
全
セ
ン
タ
ー
所
長 

高 

橋 

浩 

行 

一 

許
可
番
号 

 
 

平
成
二
十
九
年
二
月
十
四
日 

 
 

指
令
川
建
セ
第
二
八
〇
〇
四
九
〇
号 

二 

検
査
済
証
番
号 

 
 

平
成
二
十
九
年
四
月
十
日 

 
 

川
建
セ
第
二
九
〇
〇
〇
一
号 

三 

開
発
区
域
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称 

 
 

埼
玉
県
比
企
郡
滑
川
町
大
字
都
四
十
六
番
五 

四 

開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名 

 
 

埼
玉
県
入
間
郡
越
生
町
大
字
成
瀬
八
百
三
十
三
番
地
五 

 
 

株
式
会
社 

シ
マ
ダ
住
建 

代
表
取
締
役 

島
田 

將
男 

 



告

示 

埼
玉
県
川
越
建
築
安
全
セ
ン
タ
ー
所
長
告
示
第
二
十
八
号 

 
都
市
計
画
法(

昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
三
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
開
発

行
為
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
の
で
、
公
告
す
る
。 

平
成
二
十
九
年
四
月
十
四
日 

埼
玉
県
川
越
建
築
安
全
セ
ン
タ
ー
所
長 

高 

橋 

浩 

行 

一 

許
可
番
号 

 
 

平
成
二
十
八
年
九
月
二
十
七
日 

 
 

指
令
川
建
セ
第
二
八
〇
〇
〇
九
一
号 

二 

検
査
済
証
番
号 

 
 

平
成
二
十
九
年
四
月
十
二
日 

 
 

川
建
セ
第
二
八
〇
〇
七
七
号 

三 

開
発
区
域
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称 

 
 

埼
玉
県
比
企
郡
鳩
山
町
大
字
赤
沼
字
上
ノ
前
二
千
十
番
二 

四 

開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名 

 
 

埼
玉
県
富
士
見
市
上
沢
一
丁
目
二
十
三
番
四
十
五
号 

ラ
イ
フ
イ
ズ
ム
一
〇
二
号 

 
 

神
宮
司 

勇
太 

 



告

示 

埼
玉
県
越
谷
建
築
安
全
セ
ン
タ
ー
所
長
告
示
第
十
四
号 

 
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
三
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
開

発
行
為
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
の
で
、
公
告
す
る
。 

平
成
二
十
九
年
四
月
十
四
日 

埼
玉
県
越
谷
建
築
安
全
セ
ン
タ
ー
所
長 

渡 

辺 

賢 

司 
 

 
 

一 

許
可
番
号 

 
 

平
成
二
十
九
年
一
月
二
十
七
日 

 
 

指
令
越
建
セ
第
二
八
〇
〇
一
九
〇
号 

二 

検
査
済
証
番
号 

 
 

平
成
二
十
九
年
四
月
十
二
日 

 
 

越
建
セ
第
二
五
―
一
号 

三 

開
発
区
域
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称 

 
 

埼
玉
県
南
埼
玉
郡
宮
代
町
本
田
五
丁
目
四
百
十
五
番 

四 

開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名 

 
 

東
京
都
練
馬
区
石
神
井
町
二
丁
目
二
十
六
番
十
一
号 

 
 

一
建
設
株
式
会
社 

代
表
取
締
役 

堀
口 

忠
美 



告

示 

埼
玉
県
議
会
告
示
第
二
号 

埼
玉
県
議
会
情
報
公
開
条
例
（
平
成
十
一
年
埼
玉
県
条
例
第
二
号
）
第
十
五
条
の
規
定
に
よ
り
、

平
成
二
十
八
年
度
の
公
文
書
の
公
開
の
実
施
状
況
を
次
の
と
お
り
公
表
す
る
。 

平
成
二
十
九
年
四
月
十
四
日 

埼
玉
県
議
会
議
長 

小 

林 

哲 

也 
 

 
 

請
求
の
受
付
件
数
及
び
処
理
件
数 

注 

件
数
は
、
公
文
書
の
件
数
で
あ
る
。 

九

五

一 

平
成
二
十

八
年
度
受

付
件
数 

受

付

件

数 

 

 

〇 

前
年
度
か

ら
の
繰
越

件
数 

九

五

一 

計 

二

五

二 

公
開 

処

理

件

数 

六

九

八 

部
分
公
開 

一 

非
公
開 

九

五

一 

計 

 

 

〇 

平
成
二
十
九

年
度
へ
の
繰

越
件
数 



正

誤 

  
埼
玉
県
公
営
企
業
管
理
規
程
第
一
号
（
平
成
二
十
九
年
三
月
三
十
一
日
第
二
千
八
百
八
十
七
号
）

中
訂
正 

 

ペ
ー
ジ 

行 

二 
 

 

十
九
行
目
を
削
る
。 
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